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平成１７年労働力需給制度についてのアンケート調査（請負労働者18）
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平成１７年労働力需給制度についてのアンケート調査（請負労働者16）



図表５

図表６

残業の有無
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平成17年労働力需給制度についてのアンケート調査（請負労働者19）
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平成17年労働力需給制度についてのアンケート調査（請負発注者3）



(2) 雇用期間、勤続期間等

図表７

製造業で働く労働者の勤続年数別労働者数の割合

＜ 全 数 ＞

区 分 １ 年 未 満 １ 年 以 上 ３ 年 以 上 ５ 年 以 上 計

３ 年 未 満 ５ 年 未 満

製 造 業 全 体 （ 生 産 労 働 者 ） 7 .95% 12 . 11% 9 . 1 4% 70 . 8 0% 100 . 0 0%

物 の 製 造 を 行 う 請 負 労 働 者 （ 管 理 者 除 く ） 26 .65% 45 . 37% 15 . 2 0% 12 . 7 8% 100 . 0 0%

＜ 勤 続 年 数 ５ 年 未 満 の 者 を 100と し た 場 合 ＞

区 分 １ 年 未 満 １ 年 以 上 ３ 年 以 上 計

３ 年 未 満 ５ 年 未 満

製 造 業 全 体 （ 生 産 労 働 者 ） 27 . 23% 41 . 47% 31 . 3 0% 100 . 00%

物 の 製 造 を 行 う 請 負 労 働 者 （ 管 理 者 除 く ） 30 . 55% 52 . 02% 17 . 4 3% 100 . 00%

製 造 業 全 体 （ 生 産 労 働 者 ） ： 平 成 17 年 賃 金 構 造 基 本 統 計 調 査 （ 平 成 1 7年 厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 統 計 情 報 部 ）

物 の 製 造 を 行 う 請 負 労 働 者 （ 管 理 者 除 く ） ： 平 成 17年 労 働 力 需 給 制 度 に つ い て の ア ン ケ ー ト 調 査

図表８

勤続年数別にみた雇用期間の定めのある者の割合

＜ 全 数 ＞

全 勤 続区 分 １ 年 未 満 １ 年 以 上 ３ 年 以 上 ５ 年 未 満

期 間 計３ 年 未 満 ５ 年 未 満 計

製 造 業 全 体 （ 生 産 労 働 者 ） 29 .17% 20 . 12% 14 . 9 2% 20 . 9 6% 10 . 65%

物 の 製 造 を 行 う 請 負 労 働 者 （ 管 理 者 除 く ） 67 .57% 59 . 38% 45 . 4 5% 59 . 3 5% 57 . 18%

製 造 業 全 体 （ 生 産 労 働 者 ） ： 平 成 17 年 賃 金 構 造 基 本 統 計 調 査 （ 平 成 1 7 年 厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 統 計 情 報 部 ）

物 の 製 造 を 行 う 請 負 労 働 者 （ 管 理 者 除 く ） ： 平 成 17年 労 働 力 需 給 制 度 に つ い て の ア ン ケ ー ト 調 査


